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船舶事故調査報告書 

 

                                平成２４年６月７日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２２年１０月２４日（日） １４時３５分ごろ 

発生場所 兵庫県香美
か み

町柴山
しばやま

港北西方沖 

 柴山港灯台から真方位３２９°１,４００ｍ付近  

 （概位 北緯３５°４０.６′ 東経１３４°３９.３′） 

事故調査の経過  平成２２年１１月８日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ モーターボート ヴィーナス、１０トン  

２９０－５０４２５京都、株式会社日海商事（以下「Ａ社」とい

う。） 

   １４.７８ｍ（Lr）×３.３７ｍ×１.０８ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、３８２.４６kＷ、平成９年１０月 

Ｂ プレジャーボート 磯
いそ

丸、０.４トン 

   ＨＧ３－２９７８１（漁船登録番号）、個人所有  

   ４.５６ｍ（Lr）×１.５９ｍ×０.６３ｍ、ＦＲＰ 

  ガソリン機関、１８.３９kＷ、平成３年６月 

乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５４歳  

    一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成８年１０月１５日 

    免許証交付日 平成１８年１２月１９日 

           （平成２３年１２月１８日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５３歳  

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和６２年７月６日 

    免許証交付日 平成１９年６月１１日 

           （平成２４年７月１６日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし  

Ｂ 軽傷 ２人（船長Ｂ 左下腿打撲、同乗者 背部打撲） 

 損傷 Ａ 右舷船首部に擦過傷、右舷船首部の排水口が破損 

Ｂ 左舷船首部に破口、左舷後部が破損 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、香美町香住港に向けて航行中、船長

Ａが、操舵室で立って操船に当たり、柴山港北方沖を約１８.０ノット

（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で自動操舵により西進した。 

 船長Ａは、ＧＰＳプロッターを作動させていたが、主に目視により左舷

側の陸岸を見て航行していたところ、平成２２年１０月２４日１４時３１
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分ごろ、左舷前方が目的地の香住港の港口であると思い、約１５.０kn に

減速し、手動操舵に切り替えて左転して南西進した。 

 船長Ａは、１４時３３分ごろ、香住港の港口であると思っていた所が柴

山港の港口であることに気付き、右転して前方を確認したのちに西進し

た。 

 船長Ａは、左舷前方に香住港の港口にある香美町白石島が見えたので、

白石島などを見ながらどのようにして入航しようかと考えながら西進中、

１４時３５分ごろ、衝突音が聞こえ、停止して右舷側を見たところＢ船と

衝突したことに気付いた。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、柴山港北西方沖

において、０８時３０分ごろ、水深約５０ｍの所で重さ約１３kg の錨を

入れて錨泊し、所属漁業協同組合で定められている赤旗を掲げて釣りを始

めた。 

 船長Ｂは、Ｂ船の船尾部で右舷側に釣り竿を出し、同乗者が船首部で左

舷側に釣り竿を出して釣りを始めた。 

 船長Ｂは、船首を西方に向けたＢ船の右舷側に釣り竿を出して釣り中、

振り向いて左舷側を見たところ、左舷後方３００ｍ付近にＢ船に向けて接

近するＡ船を視認し、Ａ船が錨泊中のＢ船を避けてくれるものと思って釣

りを続けた。 

 船長Ｂは、Ａ船がＢ船を避けずに接近したので、立ち上がってＡ船に向

かって釣り竿を振りながら大声を出したが、１４時３５分ごろ、Ａ船の右

舷船首部とＢ船の左舷後部とが衝突し、更にＢ船の左舷船首部と衝突し

た。 

 船長Ｂ及び同乗者は、衝突の衝撃で転倒して負傷した。 

 船長Ａは、Ｂ船の負傷者及び両船の損傷の有無を確認したのち、海上保

安庁へ１１８番通報した。 

 両船は、自力航行して香住港に入港した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 １、視界 良好 

海象：波高 約５０㎝、潮汐 上げ潮の中央期 

 その他の事項  Ａ船は、ふだんは遊漁船として使用されていたが、Ａ社の香住港での業

務のために回航することになった。 

 船長Ａは、香住港に入港するのが初めてであり、依頼主から海図と航空

写真を入手した。 

 Ａ船の喫水は、船首約０.３ｍ、船尾約１.３ｍであった。 

 Ｂ船は、操舵室がなく、船尾部に船外機を備えた和船型の小型船舶であ

り、本事故発生時、船外機をチルトアップしていた。 

 Ｂ船は、赤旗を掲げていたが、黒色球形形象物を掲げていなかった。 

 両船の乗船者は、全員が救命胴衣を着用していた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、柴山港北西方沖を西進中、船長Ａが、

左舷前方の香住港の港口に注意を向け、適切な見

張りを行っていなかったことから、Ｂ船と衝突し

たものと考えられる。 
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 Ｂ船は、柴山港北西方沖において錨泊して釣り

中、船長Ｂが、Ａ船が錨泊中のＢ船を避けずに接

近したので、Ａ船に向かって釣り竿を振りながら

大声を出して注意を喚起したものの、Ａ船と衝突

したものと考えられる。 

原因  本事故は、柴山港北西方沖において、Ａ船が西進中、Ｂ船が錨泊して釣

り中、船長Ａが適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したこ

とにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・見張りを行う場合は、同じ方向だけでなく、周囲の適切な見張りを行

うこと。 

・錨泊中は、黒色球形形象物を掲げること。 

・操舵室がない小型船舶は、遠方から視認が困難なので、笛などにより

注意を喚起するとともに、他船から視認しやすくなるよう、錨泊中に

旗を掲げておくことが望ましい。 

 




